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(57)【要約】
【課題】３次元表示を行う表示装置におけるクロストー
クの発生を抑制する。
【解決手段】表示装置に視認者の位置情報を検出する手
段を設け、当該位置情報に基づいて視差バリアを形成す
る。具体的には、表示装置にマトリクス状に配設された
複数の画素を用いて表示を行う表示パネルと、ストライ
プ状に配設された複数の透光性を備える電極のそれぞれ
に入力される信号に応じて液晶に印加される電圧を制御
することで視差バリアを形成するシャッタパネルと、視
認者の位置情報を検出する位置情報検出手段とを設ける
。そして、マトリクス状に配設された複数の画素に含ま
れる左目用表示列に配設された複数の画素が左目用表示
を行い、且つマトリクス状に配設された複数の画素に含
まれる左目用表示列とは異なる右目用表示列に配設され
た複数の画素が右目用表示を行う際に、複数の透光性を
備える電極のそれぞれに入力される信号が位置情報に基
づいて定める。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配設された複数の画素を用いて表示を行う表示パネルと、
　ストライプ状に配設された複数の透光性を備える電極のそれぞれに入力される信号に応
じて液晶に印加される電圧を制御することで視差バリアを形成するシャッタパネルと、
　視認者の位置情報を検出する位置情報検出手段と、を有し、
　前記シャッタパネルは、前記表示パネルの表示面側に配設されており、
　前記透光性を備える電極は、マトリクス状に配設された複数の前記画素の列方向と平行
又は略平行に配設されており、
　前記透光性を備える電極の幅は、マトリクス状に配設された複数の前記画素の行方向に
おける前記画素の長さよりも短く、
　マトリクス状に配設された複数の前記画素に含まれる左目用表示列に配設された複数の
前記画素が左目用表示を行い、且つ前記マトリクス状に配設された複数の画素に含まれる
前記左目用表示列とは異なる右目用表示列に配設された複数の前記画素が右目用表示を行
う際に、複数の前記透光性を備える電極のそれぞれに入力される信号が前記位置情報に基
づいて定められる表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記画素は、マトリクス状に配設された複数の前記画素の列方向に並ぶ、第１の色表示
を行う第１の副画素、第２の色表示を行う第２の副画素、及び第３の色表示を行う第３の
副画素を有し、
　前記第１の副画素乃至前記第３の副画素によって表示される色を混色することで、前記
画素において所望の色表示を行う表示装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記画素は、第１の色表示を行う第１の期間、第２の色表示を行う第２の期間、及び第
３の色表示を行う第３の期間を有し、
　前記第１の期間乃至前記第３の期間において表示される色を混色することで、前記画素
において所望の色表示を行う表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記シャッタパネルは、複数の前記透光性を備える電極のそれぞれに対して独立に信号
を出力する駆動回路を有し、
　前記駆動回路を構成する半導体素子は、前記透光性を備える電極と同一基板上に形成さ
れる表示装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記シャッタパネルは、前記駆動回路と、複数の前記透光性を備える電極のそれぞれと
の電気的な接続を制御する複数のトランジスタを有し、
　前記トランジスタは、チャネルが酸化物半導体層に形成されるトランジスタである表示
装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記位置情報検出手段は、超音波を検出媒体として利用する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。特に、３次元表示を行うことが可能な表示装置に関する
。
【背景技術】
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【０００２】
　テレビジョン受像機などの大型表示装置から携帯電話などの小型表示装置に至るまで表
示装置の普及が進んでいる。当該表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配設された表
示部を有する。そして、当該画素毎に所望の色表示を行うことで表示部に画像を形成する
。近年では、３次元表示が可能な表示装置が開発されている。
【０００３】
　３次元表示を行う表示方式としては、表示部において左目用表示を行う期間と右目用表
示を行う期間に分離すると共に、前者のみが左目に視認され且つ後者のみが右目に視認さ
れるように利用者が眼鏡を用いる方式（以下、眼鏡方式ともいう）と、表示部において左
目用表示を行う画素と右目用表示を行う画素とに分離すると共に、前者のみが左目に視認
され且つ後者のみが右目に視認されるような構成（視差バリア（パララックスバリア）等
）を設ける方式（以下、裸眼方式ともいう）とがある。
【０００４】
　裸眼方式によって３次元表示を行う場合、眼鏡を別途準備する必要がなく、利便性に優
れている。ただし、裸眼方式によって３次元表示を行う表示装置において２次元表示を行
う場合、裸眼方式特有の構成（視差バリア（パララックスバリア）等）の存在に起因して
解像度が低下することになる。
【０００５】
　特許文献１では、裸眼方式によって３次元表示を行う表示装置において２次元表示を行
う場合における解像度の低下を防ぐことが可能な表示装置が開示されている。具体的には
、特許文献１で開示される表示装置は、印加される電圧によって配向状態が制御される液
晶を用いて視差バリアを形成する。これにより、当該表示装置においては、視差バリアが
配設されるか否かを選択することが可能である。すなわち、当該表示装置においては、視
差バリアが配設された状態において３次元表示を行い、且つ視差バリアが配設されない状
態において２次元表示を行うことが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２５８０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　視差バリアを用いて３次元表示を行う場合には、クロストークの問題が顕在化しやすい
。ここで、クロストークとは、左目用表示を行う画素が右目に視認され、又は右目用表示
を行う画素が左目に視認されることを指すこととする。
【０００８】
　上述の点に鑑み、本発明の一態様は、３次元表示を行う表示装置におけるクロストーク
の発生を抑制することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の表示装置は、視認者の位置情報を検出する手段を有する。そして、当
該位置情報に基づいて視差バリアを形成する。
【００１０】
　具体的には、本発明の一態様は、マトリクス状に配設された複数の画素を用いて表示を
行う表示パネルと、ストライプ状に配設された複数の透光性を備える電極のそれぞれに入
力される信号に応じて液晶に印加される電圧を制御することで視差バリアを形成するシャ
ッタパネルと、視認者の位置情報を検出する位置情報検出手段と、を有し、シャッタパネ
ルは、表示パネルの表示面側に配設されており、透光性を備える電極は、マトリクス状に
配設された複数の画素の列方向と平行又は略平行に配設されており、透光性を備える電極
の幅は、マトリクス状に配設された複数の画素の行方向における画素の長さよりも短く、
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マトリクス状に配設された複数の画素に含まれる左目用表示列に配設された複数の画素が
左目用表示を行い、且つマトリクス状に配設された複数の画素に含まれる左目用表示列と
は異なる右目用表示列に配設された複数の画素が右目用表示を行う際に、複数の透光性を
備える電極のそれぞれに入力される信号が位置情報に基づいて定められる表示装置である
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一態様の表示装置は、視認者の位置情報に基づいて視差バリアを形成すること
が可能である。よって、クロストークの発生を抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（Ａ）表示装置の構成例を示す図、シャッタパネルの構成例を示す（Ｂ）平面図
、（Ｃ）断面図。
【図２】（Ａ）表示装置の駆動方法例を示す図、（Ｂ）シャッタパネルの駆動方法例を示
す図。
【図３】（Ａ）表示装置の駆動方法例を示す図、（Ｂ）シャッタパネルの駆動方法例を示
す図。
【図４】（Ａ）表示装置の駆動方法例を示す図、（Ｂ）シャッタパネルの駆動方法例を示
す図。
【図５】（Ａ）表示装置の駆動方法例を示す図、（Ｂ）シャッタパネルの駆動方法例を示
す図。
【図６】（Ａ）表示装置の駆動方法例を示す図、（Ｂ）シャッタパネルの駆動方法例を示
す図。
【図７】（Ａ）、（Ｂ）画素の具体例を示す図。
【図８】シャッタパネルの具体例を示す図。
【図９】シャッタパネルの（Ａ）具体例を示す図、（Ｂ）動作例を示す図。
【図１０】位置情報検出手段の具体例を示す図。
【図１１】位置情報検出手段による視認者の位置情報の検出の一例を示す図。
【図１２】（Ａ）、（Ｂ）電子機器の具体例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下では、本発明の一態様について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の説明に限
定されず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなくその形態を様々に変更し得
る。したがって、本発明は以下に示す記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００１４】
＜表示装置の構成例＞
　図１（Ａ）は、本発明の一態様の表示装置の構成例を示す図である。図１（Ａ）に示す
表示装置は、表示を行う表示パネル１０と、視差バリアを形成するシャッタパネル２０と
、視認者の位置情報を検出する位置情報検出手段３０とを有する。なお、表示パネル１０
は、マトリクス状に配設された複数の画素１００を用いて表示を行う。また、シャッタパ
ネル２０は、表示パネル１０の表示面側に重畳して配設されている。また、透光性を備え
る電極２００は、マトリクス状に配設された複数の画素１００の列方向と平行又は略平行
に配設されている。また、透光性を備える電極２００の幅は、マトリクス状に配設された
複数の画素１００の幅（行方向における画素１００の長さ）よりも短い。
【００１５】
　なお、図１（Ａ）に示す表示パネル１０としては、各画素１００において液晶に印加さ
れる電圧を制御することで所望の色表示を行う表示パネル（いわゆる液晶パネル）又は各
画素１００において有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬともいう）を利用して所望
の色表示を行う表示パネル（いわゆる有機ＥＬパネル）などを適用することが可能である
。また、図１（Ａ）に示す位置情報検出手段３０としては、超音波を検出媒体として利用
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した検出手段（いわゆる超音波センサ）又は赤外線を検出媒体として利用した検出手段（
いわゆる赤外線センサ）などを適用することが可能である。
【００１６】
　図１（Ｂ）、（Ｃ）は、図１（Ａ）に示す表示装置が有するシャッタパネル２０の構成
例を示す図である。具体的には、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）に示すＡ１－Ａ２線における
断面を含む領域におけるシャッタパネル２０の構成例を示す平面図であり、図１（Ｃ）は
、図１（Ａ）に示すＡ１－Ａ２線におけるシャッタパネル２０の構成例を示す断面図であ
る。図１（Ｂ）、（Ｃ）に示すシャッタパネル２０は、対向配置された基板２０５及び基
板２０６と、基板２０６に対向する基板２０５の一面上に配設された複数の透光性を備え
る電極２００と、基板２０５に対向する基板２０６の一面上に配設された電極２０４と、
複数の透光性を備える電極２００及び電極２０４の間に配設された液晶２０２とを有する
。なお、基板２０５、２０６及び電極２０４は、透光性を備える。
【００１７】
　図１（Ａ）～（Ｃ）に示すシャッタパネル２０は、複数の透光性を備える電極２００に
入力される信号に応じて液晶２０２に印加される電圧を制御することで視差バリアを形成
する。具体的には、複数の透光性を備える電極２００のそれぞれと、電極２０４との間に
存在する液晶の配向を複数の透光性を備える電極２００のそれぞれに入力される信号に応
じて制御する。
【００１８】
　なお、シャッタパネル２０は、液晶に印加される電圧が低いほど透光率が高くなるパネ
ル（ノーマリーホワイト型パネルともいう）であることとする。また、当該信号としては
、透光性を備える電極２００が配設された領域と同一又は略同一の領域を遮光状態とする
ための信号（遮光信号）及び当該領域を透光状態とするための信号（透光信号）があるこ
ととする。さらに、複数の透光性を備える電極２００のそれぞれに入力される信号は、独
立に制御することができることとする。
【００１９】
　図１（Ａ）～（Ｃ）に示す表示装置においては、複数の画素１００の全てにおいて両目
用表示を行うと共に複数の透光性を備える電極２００の全てに透光信号を入力することで
２次元表示を行うこと、及び複数の画素１００の一部において左目用表示を行い且つ残部
において右目用表示を行うとともに、複数の透光性を備える電極２００の一部に透光信号
を入力し且つ残部に遮光信号を入力することで３次元表示を行うことが可能である。
【００２０】
＜表示装置の駆動方法例１（視点が基準位置にある場合）＞
　図２（Ａ）、（Ｂ）は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す表示装置の駆動方法例を示す模式図
である。具体的には、図２（Ａ）は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す表示装置においてマトリ
クス状に配設された複数の画素１００の行方向に沿った断面を示す模式図であり、図２（
Ｂ）は、図２（Ａ）に示すシャッタパネル２０の拡大図である。なお、図２（Ａ）、（Ｂ
）は、位置情報検出手段３０によって検出された位置情報から視認者が基準位置に存在す
ると表示装置が認定した場合の駆動方法例を示す図である。
【００２１】
　なお、図２（Ａ）中の表示パネル１０内に記されたＬ１～Ｌ６のそれぞれは左目用表示
を行っている画素１００を表し、Ｒ１～Ｒ６のそれぞれは右目用表示を行っている画素１
００を表している。また、図２（Ａ）、（Ｂ）中のシャッタパネル２０内に記されたＬＡ
～ＬＺのそれぞれは視認者側から見てシャッタパネル２０の左側に存在する透光状態又は
遮光状態の選択が可能な領域を表し、ＲＡ～ＲＺのそれぞれは視認者側から見てシャッタ
パネル２０の右側に存在する透光状態又は遮光状態の選択が可能な領域を表している（図
２（Ａ）ではＬＡ及びＲＺ以外の符号は付記していない）。なお、領域ＬＡ～ＲＺのそれ
ぞれにおいて、領域内が空白である領域は透光状態であること（当該領域に存在する透光
性を備える電極２００に透光信号が入力されること）を表し、領域内に斜線が記されてい
る領域は遮光状態であること（当該領域に存在する透光性を備える電極２００に遮光信号
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が入力されること）を表す。さらに、図２（Ａ）においては、視認者の左目４１及び右目
４２も付記している。
【００２２】
　図２（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、視認者側から見て表示パネル１０の
左端に配設された列から起算して奇数列目に配設された複数の画素Ｌ１～Ｌ６において左
目用表示を行い、且つ偶数列目に配設された複数の画素Ｒ１～Ｒ６において右目用表示を
行っている。さらに、図２（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、シャッタパネル
２０における領域ＬＡ～ＬＤ、ＬＩ～ＬＬ、ＬＱ～ＬＴ、ＬＹ～ＲＢ、ＲＧ～ＲＪ、ＲＯ
～ＲＲ、ＲＷ～ＲＺが透光状態であり、領域ＬＥ～ＬＨ、ＬＭ～ＬＰ、ＬＵ～ＬＸ、ＲＣ
～ＲＦ、ＲＫ～ＲＮ、ＲＳ～ＲＶが遮光状態である。これにより、左目用表示を行う画素
が右目４２に視認されること及び右目用表示を行う画素が左目４１に視認されることを防
止することができる。
【００２３】
　具体的には、領域ＬＥ～ＬＨが遮光状態となることによって、画素Ｒ１が左目４１に視
認されること及び画素Ｌ１が右目４２に視認されることを防止することができる。また、
領域ＬＭ～ＬＰが遮光状態となることによって、画素Ｒ２が左目４１に視認されること及
び画素Ｌ２が右目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＬＵ～ＬＸ
が遮光状態となることによって、画素Ｒ３が左目４１に視認されること及び画素Ｌ３が右
目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＲＣ～ＲＦが遮光状態とな
ることによって、画素Ｒ４が左目４１に視認されること及び画素Ｌ４が右目４２に視認さ
れることを防止することができる。また、領域ＲＫ～ＲＮが遮光状態となることによって
、画素Ｒ５が左目４１に視認されること及び画素Ｌ５が右目４２に視認されることを防止
することができる。また、領域ＲＳ～ＲＶが遮光状態となることによって、画素Ｒ６が左
目４１に視認されること及び画素Ｌ６が右目４２に視認されることを防止することができ
る。
【００２４】
＜表示装置の駆動方法例２（視点が基準位置から左側に移動する場合）＞
　図３（Ａ）、（Ｂ）は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す表示装置の駆動方法例を示す模式図
である。なお、図３（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例は、図２（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動
方法例とは視点が異なる（図３（Ａ）中に点線で記載した左目及び右目が図２（Ａ）に示
す視点）。具体的には、図３（Ａ）、（Ｂ）は、位置情報検出手段３０によって検出され
た位置情報から視認者が基準位置から左側に移動した位置に存在すると表示装置が認定し
た場合の駆動方法例を示す図である。
【００２５】
　なお、図３（Ａ）、（Ｂ）中の符号（Ｌ１～Ｌ６等）等は、図２（Ａ）、（Ｂ）におけ
る当該符号等と同内容を意味している。
【００２６】
　図３（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、表示パネル１０が図２（Ａ）に示す
表示パネル１０と同様の表示を行っている。さらに、図３（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法
例においては、シャッタパネル２０における領域ＬＡ～ＬＣ、ＬＨ～ＬＫ、ＬＰ～ＬＳ、
ＬＸ～ＲＡ、ＲＦ～ＲＩ、ＲＮ～ＲＱ、ＲＶ～ＲＹが透光状態となり、領域ＬＤ～ＬＧ、
ＬＬ～ＬＯ、ＬＴ～ＬＷ、ＲＢ～ＲＥ、ＲＪ～ＲＭ、ＲＲ～ＲＵ、ＲＺが遮光状態となる
。図２（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例におけるシャッタパネル２０と比較すると、図３
（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においてはシャッタパネル２０における領域ＬＤ、ＬＬ
、ＬＴ、ＲＢ、ＲＪ、ＲＲ、ＲＺが遮光状態となり、領域ＬＨ、ＬＰ、ＬＸ、ＲＦ、ＲＮ
、ＲＶが透光状態となる点で相違する。端的に述べると、図３（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動
方法例においては、遮光状態となる領域が左側に一領域分移動する点で図２（Ａ）、（Ｂ
）に示す駆動方法例と相違する。これにより、左目用表示を行う画素が右目４２に視認さ
れること及び右目用表示を行う画素が左目４１に視認されることを防止することができる
。
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【００２７】
　具体的には、領域ＬＤ～ＬＧが遮光状態となることによって、画素Ｒ１が左目４１に視
認されること及び画素Ｌ１が右目４２に視認されることを防止することができる。また、
領域ＬＬ～ＬＯが遮光状態となることによって、画素Ｒ２が左目４１に視認されること及
び画素Ｌ２が右目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＬＴ～ＬＷ
が遮光状態となることによって、画素Ｒ３が左目４１に視認されること及び画素Ｌ３が右
目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＲＢ～ＲＥが遮光状態とな
ることによって、画素Ｒ４が左目４１に視認されること及び画素Ｌ４が右目４２に視認さ
れることを防止することができる。また、領域ＲＪ～ＲＭが遮光状態となることによって
、画素Ｒ５が左目４１に視認されること及び画素Ｌ５が右目４２に視認されることを防止
することができる。また、領域ＲＲ～ＲＵが遮光状態となることによって、画素Ｒ６が左
目４１に視認されること及び画素Ｌ６が右目４２に視認されることを防止することができ
る。
【００２８】
＜表示装置の駆動方法例３（視点が基準位置から右側に移動する場合）＞
　図４（Ａ）、（Ｂ）は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す表示装置の駆動方法例を示す模式図
である。なお、図４（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例は、図２（Ａ）、（Ｂ）又は図３（
Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例とは視点が異なる（図４（Ａ）中に点線で記載した左目及
び右目が図２（Ａ）に示す視点）。具体的には、図４（Ａ）、（Ｂ）は、位置情報検出手
段３０によって検出された位置情報から視認者が基準位置から右側に移動した位置に存在
すると表示装置が認定した場合の駆動方法例を示す図である。なお、図４（Ａ）、（Ｂ）
に示す駆動方法例と図２（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例における視点位置の変位量は、
図３（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例と図２（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例における視
点位置の変位量よりも大きい。
【００２９】
　なお、図４（Ａ）、（Ｂ）中の符号（Ｌ１～Ｌ６等）等は、図２（Ａ）、（Ｂ）におけ
る当該符号等と同内容を意味している。
【００３０】
　図４（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、表示パネル１０が図２（Ａ）に示す
表示パネル１０と同様の表示を行っている。さらに、図４（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法
例においては、シャッタパネル２０における領域ＬＣ～ＬＦ、ＬＫ～ＬＮ、ＬＳ～ＬＶ、
ＲＡ～ＲＤ、ＲＩ～ＲＬ、ＲＱ～ＲＴ、ＲＹ、ＲＺが透光状態となり、領域ＬＡ、ＬＢ、
ＬＧ～ＬＪ、ＬＯ～ＬＲ、ＬＷ～ＬＺ、ＲＥ～ＲＨ、ＲＭ～ＲＰ、ＲＵ～ＲＸが遮光状態
となる。図２（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例におけるシャッタパネル２０と比較すると
、図４（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においてはシャッタパネル２０における領域ＬＡ
、ＬＢ、ＬＩ、ＬＪ、ＬＱ、ＬＲ、ＬＹ、ＬＺ、ＲＧ、ＲＨ、ＲＯ、ＲＰ、ＲＷ、ＲＸが
遮光状態となり、領域ＬＥ、ＬＦ、ＬＭ、ＬＮ、ＬＵ、ＬＶ、ＲＣ、ＲＤ、ＲＫ、ＲＬ、
ＲＳ、ＲＴが透光状態となる点で相違する。端的に述べると、図４（Ａ）、（Ｂ）に示す
駆動方法例においては、遮光状態となる領域が右側に二領域分移動する点で図２（Ａ）、
（Ｂ）に示す駆動方法例と相違する。これにより、左目用表示を行う画素が右目４２に視
認されること及び右目用表示を行う画素が左目４１に視認されることを防止することがで
きる。
【００３１】
　具体的には、領域ＬＧ～ＬＪが遮光状態となることによって、画素Ｒ１が左目４１に視
認されること及び画素Ｌ１が右目４２に視認されることを防止することができる。また、
領域ＬＯ～ＬＲが遮光状態となることによって、画素Ｒ２が左目４１に視認されること及
び画素Ｌ２が右目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＬＷ～ＬＺ
が遮光状態となることによって、画素Ｒ３が左目４１に視認されること及び画素Ｌ３が右
目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＲＥ～ＲＨが遮光状態とな
ることによって、画素Ｒ４が左目４１に視認されること及び画素Ｌ４が右目４２に視認さ
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れることを防止することができる。また、領域ＲＭ～ＲＰが遮光状態となることによって
、画素Ｒ５が左目４１に視認されること及び画素Ｌ５が右目４２に視認されることを防止
することができる。また、領域ＲＵ～ＲＸが遮光状態となることによって、画素Ｒ６が左
目４１に視認されること及び画素Ｌ６が右目４２に視認されることを防止することができ
る。
【００３２】
＜表示装置の駆動方法例４（視点が基準位置から近接する場合）＞
　図５（Ａ）、（Ｂ）は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す表示装置の駆動方法例を示す模式図
である。なお、図５（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例は、図２（Ａ）、（Ｂ）、図３（Ａ
）、（Ｂ）、又は図４（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例とは視点が異なる（図５（Ａ）中
に点線で記載した左目及び右目が図２（Ａ）に示す視点）。具体的には、図５（Ａ）、（
Ｂ）は、位置情報検出手段３０によって検出された位置情報から視認者が基準位置から近
接した位置に存在すると表示装置が認定した場合の駆動方法例を示す図である。
【００３３】
　なお、図５（Ａ）、（Ｂ）中の符号（Ｌ１～Ｌ６等）等は、図２（Ａ）、（Ｂ）におけ
る当該符号等と同内容を意味している。
【００３４】
　図５（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、表示パネル１０が図２（Ａ）に示す
表示パネル１０と同様の表示を行っている。さらに、図５（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法
例においては、図２（Ａ）、（Ｂ）に示すシャッタパネル２０において遮光状態となる領
域の全てが遮光状態となる。加えて、図５（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、
シャッタパネル２０における領域ＬＩ、ＬＱ、ＬＹ、ＲＢ、ＲＪ、ＲＲが遮光状態となる
。端的に述べると、図５（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、視認者から見てシ
ャッタパネル２０の左側に存在する遮光領域が右側に一領域分拡張し、且つ視認者から見
てシャッタパネル２０の右側に存在する遮光領域が左側に一領域分拡張する点で図２（Ａ
）、（Ｂ）に示す駆動方法例と相違する。これにより、左目用表示を行う画素が右目４２
に視認されること及び右目用表示を行う画素が左目４１に視認されることを防止すること
ができる。
【００３５】
　具体的には、領域ＬＥ～ＬＩが遮光状態となることによって、画素Ｒ１が左目４１に視
認されること及び画素Ｌ１が右目４２に視認されることを防止することができる。また、
領域ＬＭ～ＬＱが遮光状態となることによって、画素Ｒ２が左目４１に視認されること及
び画素Ｌ２が右目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＬＵ～ＬＹ
が遮光状態となることによって、画素Ｒ３が左目４１に視認されること及び画素Ｌ３が右
目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＲＢ～ＲＦが遮光状態とな
ることによって、画素Ｒ４が左目４１に視認されること及び画素Ｌ４が右目４２に視認さ
れることを防止することができる。また、領域ＲＪ～ＲＮが遮光状態となることによって
、画素Ｒ５が左目４１に視認されること及び画素Ｌ５が右目４２に視認されることを防止
することができる。また、領域ＲＲ～ＲＶが遮光状態となることによって、画素Ｒ６が左
目４１に視認されること及び画素Ｌ６が右目４２に視認されることを防止することができ
る。
【００３６】
＜表示装置の駆動方法例５（視点が基準位置よりも遠い場合）＞
　図６（Ａ）、（Ｂ）は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す表示装置の駆動方法例を示す模式図
である。なお、図６（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例は、図２（Ａ）、（Ｂ）、図３（Ａ
）、（Ｂ）、図４（Ａ）、（Ｂ）、又は図５（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例とは視点が
異なる（図６（Ａ）中に点線で記載した左目及び右目が図２（Ａ）に示す視点）。具体的
には、図６（Ａ）、（Ｂ）は、位置情報検出手段３０によって検出された位置情報から視
認者が基準位置よりも遠い位置に存在すると表示装置が認定した場合の駆動方法例を示す
図である。
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【００３７】
　なお、図６（Ａ）、（Ｂ）中の符号（Ｌ１～Ｌ６等）等は、図２（Ａ）、（Ｂ）におけ
る当該符号等と同内容を意味している。
【００３８】
　図６（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、表示パネル１０が図２（Ａ）に示す
表示パネル１０と同様の表示を行っている。さらに、図６（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法
例においては、図２（Ａ）、（Ｂ）に示すシャッタパネル２０において遮光状態となる領
域の全てが遮光状態となる。加えて、図６（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、
シャッタパネル２０における領域ＬＤ、ＬＬ、ＬＴ、ＲＧ、ＲＯ、ＲＷが遮光状態となる
。端的に述べると、図６（Ａ）、（Ｂ）に示す駆動方法例においては、視認者から見てシ
ャッタパネル２０の左側に存在する遮光領域が左側に一領域分拡張し、且つ視認者から見
てシャッタパネル２０の右側に存在する遮光領域が右側に一領域分拡張する点で図２（Ａ
）、（Ｂ）に示す駆動方法例と相違する。これにより、左目用表示を行う画素が右目４２
に視認されること及び右目用表示を行う画素が左目４１に視認されることを防止すること
ができる。
【００３９】
　具体的には、領域ＬＤ～ＬＨが遮光状態となることによって、画素Ｒ１が左目４１に視
認されること及び画素Ｌ１が右目４２に視認されることを防止することができる。また、
領域ＬＬ～ＬＰが遮光状態となることによって、画素Ｒ２が左目４１に視認されること及
び画素Ｌ２が右目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＬＴ～ＬＸ
が遮光状態となることによって、画素Ｒ３が左目４１に視認されること及び画素Ｌ３が右
目４２に視認されることを防止することができる。また、領域ＲＣ～ＲＧが遮光状態とな
ることによって、画素Ｒ４が左目４１に視認されること及び画素Ｌ４が右目４２に視認さ
れることを防止することができる。また、領域ＲＫ～ＲＯが遮光状態となることによって
、画素Ｒ５が左目４１に視認されること及び画素Ｌ５が右目４２に視認されることを防止
することができる。また、領域ＲＳ～ＲＷが遮光状態となることによって、画素Ｒ６が左
目４１に視認されること及び画素Ｌ６が右目４２に視認されることを防止することができ
る。
【００４０】
＜本明細書で開示される表示装置について＞
　本明細書で開示される表示装置は、視認者の位置情報を検出する手段を有する。そして
、当該位置情報に基づいて視差バリアを形成することが可能である（図２～図６参照）。
よって、当該視認者に対するクロストークの発生を抑制することが可能となる。
【００４１】
＜表示パネルの具体例＞
　上述した表示装置においては、ストライプ状の視差バリアがマトリクス状に配設された
複数の画素１００の列方向に平行又は略平行に形成される。そのため、上述した表示装置
においては、視認者の視点に応じて、右（左）目用表示を行っている各画素１００の右側
の領域の一部又は左側の領域の一部が右（左）目に視認されない可能性がある。したがっ
て、上述した表示装置においては、画素１００の一部が視認されない状態においても当該
画素１００において行われる所望の色表示が視認者に視認されるように設計することが好
ましい。
【００４２】
　図７（Ａ）、（Ｂ）は、画素１００の右側の領域の一部又は左側の領域の一部が右（左
）目に視認されない状態であっても視認者に所望の色表示を視認させることが可能な画素
１００の具体例を示す図である。
【００４３】
　具体的には、図７（Ａ）に示す画素１００は、列方向に並ぶ、赤色表示を行う副画素（
図中、「Ｒ」と付記）と、緑色表示を行う副画素（図中「Ｇ」と付記）と、青色表示を行
う副画素（図中、「Ｂ」と付記）とを有する。そして、図７（Ａ）に示す画素１００にお
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いては、それらの副画素の表示を調整することで所望の色表示を行うことが可能である。
なお、赤色表示を行う副画素は、赤色を呈する光以外の可視光領域の波長を吸収するカラ
ーフィルタを当該副画素に配設すること又は赤色を呈する光を発光する素子を当該副画素
に配設することなどによって形成することが可能である。また、緑色又は青色表示を行う
副画素についても同様である。図７（Ａ）に示す画素１００においては、仮に画素１００
の右側の領域の一部又は左側の領域の一部が視認されない状態においても視認者が各副画
素の表示を視認することが可能である。よって、視認者が画素１００における色表示を視
認することが可能である。
【００４４】
　また、図７（Ｂ）に示す画素１００は、赤色表示を行う期間Ｔ１と、緑色表示を行う期
間Ｔ２と、青色表示を行う期間Ｔ３とを有する。そして、図７（Ｂ）に示す画素１００に
おいては、それらの期間にて画素１００を順次表示させること（いわゆる、フィールドシ
ーケンシャル方式）で所望の色表示を行う事が可能である。なお、図７（Ｂ）に示す期間
Ｔ１～Ｔ３は、１フレーム期間に含まれる期間である。図７（Ｂ）に示す画素１００にお
いては、仮に画素１００の右側の領域の一部又は左側の領域の一部が視認されない状態に
おいても視認者が各期間（Ｔ１～Ｔ３）における画素１００の表示を視認することが可能
である。よって、視認者が画素１００における色表示を視認することが可能である。
【００４５】
＜シャッタパネルの具体例＞
　図８は、上述した表示装置が有するシャッタパネル２０の具体例を示す図である。図８
に示すシャッタパネル２０は、複数の透光性を備える電極２００と、複数の透光性を備え
る電極２００のそれぞれに対して独立に信号を出力する駆動回路２１０と、駆動回路２１
０に対して外部信号を入力するフレキシブルプリント基板２２０とを有する。なお、駆動
回路２１０は多数の半導体素子（トランジスタ等）によって構成される。そして、当該半
導体素子及び複数の透光性を備える電極２００は、同一基板上にフォトリソグラフィ法な
どを用いて形成することが可能である。
【００４６】
　図９（Ａ）は、図８に示すシャッタパネル２０とは異なるシャッタパネル２０の具体例
を示す図である。具体的には、図９（Ａ）に示すシャッタパネル２０は、駆動回路２１０
と、複数の透光性を備える電極２００のそれぞれとの電気的な接続を制御する複数のトラ
ンジスタ２３０が配設されている点で図８に示すシャッタパネル２０と異なる。なお、ト
ランジスタ２３０のスイッチングは、駆動回路２１０によって制御される。また、トラン
ジスタ２３０は、駆動回路２１０を構成する半導体素子及び透光性を備える電極２００と
共に同一基板上にフォトリソグラフィ法などを用いて形成することが可能である。
【００４７】
　図９（Ａ）に示すトランジスタ２３０としては、シリコン若しくはゲルマニウムなどの
周期表第１４族元素を主構成元素とする半導体層、又は半導体特性を示す酸化物（以下、
酸化物半導体ともいう）を材料とする半導体層（以下、酸化物半導体層ともいう）にチャ
ネルが形成される薄膜トランジスタなどを適用することができる。
【００４８】
　なお、酸化物半導体は、バンドギャップが広く、且つ真性キャリア密度が低いという特
徴を有する。よって、酸化物半導体層にチャネルが形成される薄膜トランジスタにおいて
は、オフ電流を極めて低くすることが可能である。
【００４９】
　ここで、シャッタパネル２０には視差バリアの形成、変形などの際に定期的又は不定期
に駆動することが要求される。換言すると、シャッタパネル２０を駆動することが要求さ
れる期間は、シャッタパネル２０に形成される視差バリアの形状が保持される期間と比較
して著しく短くなる。そこで、シャッタパネル２０に形成される視差バリアの形状が保持
される期間においては、シャッタパネル２０に含まれる複数の電極に対して信号を出力す
る駆動回路に対する電源電圧の供給を停止することが好ましい。消費電力の低減のためで
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ある。ただし、駆動回路に対する電源電圧の供給を停止する場合には、複数の透光性を備
える電極のそれぞれにおける電位が変動し、視差バリアの形状が保持されない蓋然性が高
くなる。
【００５０】
　これに対して、図９（Ａ）に示すシャッタパネル２０が有するトランジスタ２３０とし
て酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタを適用する構成の場合、駆動回路
に対する電源電圧の供給を停止する場合であっても複数の電極のそれぞれにおける電位の
変動を低減することが可能である。具体的には、当該構成を有する表示装置においては、
図９（Ｂ）に示す動作を行うことが可能となる。図９（Ｂ）に示すように当該構成を有す
る表示装置においては、視差バリアを形成する又は視差バリアを変形する際の前後の期間
にのみ駆動回路に対して電源電圧を供給し、その他の期間において駆動回路に対して電源
電圧を供給しないことが可能である。なお、視差バリアの形状が保持される期間が長期間
に及ぶ場合には、定期的又は臨時に駆動回路に対して電源電圧を供給し、複数の電極に対
して同一形状の視差バリアを形成するための信号を出力することも可能である。
【００５１】
＜位置情報検出手段の具体例＞
　図１０は、上述した表示装置が有する位置情報検出手段３０の具体例を示す図である。
図１０に示す位置情報検出手段３０は、表示パネル１０の中央の上に配設されている超音
波発信器３０１と、表示パネル１０の両端の上に配設されている２つの超音波受信器３０
２Ｌ、３０２Ｒとを有する。図１０に示す位置情報検出手段３０においては、超音波発信
器３０１から超音波を発信することが可能である。そして、超音波受信器３０２Ｌ、３０
２Ｒにおいて、視認者に当たることで反射された超音波を受信することが可能である。上
述した表示装置においては、当該受信された超音波から視認者の位置情報を検出すること
が可能である。
【００５２】
　図１１は、図１０に示す位置情報検出手段３０における視認者の位置情報の検出を詳細
に示す図である。図１１において、Ａ、Ｂ、Ｃのそれぞれは視認者の位置を表している。
具体的には、Ａは視認者が基準位置にいる場合、Ｂは視認者がＡから右側にいるが表示装
置との距離がＡと同等である場合、Ｃは視認者がＡよりも遠い場合を示している。
【００５３】
　ここで、視認者がＡ又はＣにいる場合、表示装置の右側に配設された超音波受信器（図
中、「受信：Ｒ」と付記）において受信される超音波（図中、「反射波：Ｒ」と付記）の
振幅と、表示装置の左側に配設された超音波受信器（図中、「受信：Ｌ」と付記）におい
て受信される超音波（図中、「反射波：Ｌ」と付記）の振幅とが同等となる。よって、表
示装置は、検出された超音波から視認者が基準位置と表示装置の中央とを結ぶ直線上にい
ると認定することができる。
【００５４】
　また、視認者がＢにいる場合、表示装置の右側に配設された超音波受信器において受信
される超音波の振幅が、表示装置の左側に配設された超音波受信器において受信される超
音波の振幅よりも大きくなる。よって、表示装置は、検出された超音波から視認者が表示
装置の右側にいると認定することができる。
【００５５】
　また、視認者がＡにいる場合とＣにいる場合では、表示装置の右側に配設された超音波
受信器及び左側に配設された超音波受信器において受信される超音波の振幅が異なる。よ
って、検出された超音波から視認者と表示装置の距離を認定することができる。
【００５６】
　以上述べたように、図１０、１１に示す位置情報検出手段３０においては、表示装置と
視認者の視点がなす角度及び表示装置と視認者間の距離を認定することが可能である。す
なわち、視認者の位置情報を検出することが可能である。そして、上述した表示装置では
、当該位置情報に基づいてシャッタパネル２０における視差バリアを形成することが可能
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である。
【実施例】
【００５７】
　本発明の一態様に係る表示装置は、携帯電話、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、電子書
籍、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラなどが挙げられる。以下では、これら電子機器
の具体例について図１２を参照して説明する。
【００５８】
　図１２（Ａ）は携帯型ゲーム機であり、筐体５００１、筐体５００２、表示部５００３
、表示部５００４、マイクロホン５００５、スピーカー５００６、操作キー５００７、ス
タイラス５００８等を有する。本発明の一態様に係る表示装置は、表示部５００３または
表示部５００４に用いることができる。表示部５００３または表示部５００４に本発明の
一態様に係る表示装置を用いることで、利便性に優れた３次元画像の表示を行うことがで
きる携帯型ゲーム機を提供することができる。なお、図１２（Ａ）に示した携帯型ゲーム
機は、２つの表示部５００３と表示部５００４とを有しているが、携帯型ゲーム機が有す
る表示部の数は、これに限定されない。
【００５９】
　図１２（Ｂ）は携帯情報端末であり、筐体５４０１、表示部５４０２、操作キー５４０
３等を有する。本発明の一態様に係る表示装置は、表示部５４０２に用いることができる
。表示部５４０２に本発明の一態様に係る表示装置を用いることで、利便性に優れた３次
元画像の表示を行うことができる携帯情報端末を提供することができる。
【符号の説明】
【００６０】
１０　　　　　表示パネル
２０　　　　　シャッタパネル
３０　　　　　位置情報検出手段
４１　　　　　左目
４２　　　　　右目
１００　　　　画素
２００　　　　透光性を備える電極
２０２　　　　液晶
２０４　　　　電極
２０５　　　　基板
２０６　　　　基板
２１０　　　　駆動回路
２２０　　　　フレキシブルプリント基板
２３０　　　　トランジスタ
３０１　　　　超音波発信器
３０２Ｌ　　　超音波受信器
３０２Ｒ　　　超音波受信器
５００１　　　筐体
５００２　　　筐体
５００３　　　表示部
５００４　　　表示部
５００５　　　マイクロホン
５００６　　　スピーカー
５００７　　　操作キー
５００８　　　スタイラス
５４０１　　　筐体
５４０２　　　表示部
５４０３　　　操作キー
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１２】
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